
～
人
口
動
態
調
査
が
実
施
さ
れ
ま
す
～

　
通
常
、
出
生
や
死
亡
、
死
産
が
あ
っ
た
場
合
や
、
婚
姻
、
離

婚
を
さ
れ
た
方
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
届
出
を
市
区
町
村
の
窓
口
に

提
出
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、５
年
に
１
度
の
国
勢
調
査
が
行
わ
れ
る
年
度
に
は「
人

口
動
態
調
査
（
職
業
・
産
業
）」
の
実
施
に
伴
い
、
職
業
の
記

入
も
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　
届
出
は
厚
生
労
働
省
が
実
施
し
て
い
る
「
人
口
動
態
調
査
」

と
し
て
、
出
生
・
死
亡
・
死
産
・
婚
姻
・
離
婚
の
状
況
が
調
査

さ
れ
、
調
査
結
果
は
、
公
衆
衛
生
、
労
働
衛
生
、
社
会
福
祉
な

ど
各
施
策
の
た
め
の
基
礎
資
料
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
人
口
動
態
調
査
で
使
用
す
る
情
報
は
統
計
法
に
よ
り
、
厳
し

く
守
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
調
査
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

 

● 

対
象

　

�

令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
３
月
31
日
ま
で
の

　
出
生
・
死
亡
・
死
産
・
婚
姻
・
離
婚

 

● 

調
査
方
法

　

�

各
届
出
を
出
さ
れ
る
際
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
業
を
ご
記
入
く

だ
さ
い

　
※
記
入
例　
「
専
門
・
技
術
職
」「
事
務
職
」「
販
売
職
」

　
　
　
　
　
　
「
サ
ー
ビ
ス
業
」
な
ど

　
※
死
亡
届
に
は
こ
の
ほ
か
に
も

　
　

�「
農
業
」「
建
設
業
」「
製
造
業
」「
不
動
産
業
」

と
い
っ
た
産
業
も
併
せ
て
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

こ
の
調
査
に
関
す
る
お
問
合
せ
は

　
　
税
務
住
民
課　
戸
籍
住
民
室　
☎（
56
）２
２
２
２

令
和
２
年
度
に

出
生
・
死
亡
・
死
産
・
婚
姻
・
離
婚
の

届
出
を
さ
れ
る
方
へ
の
お
願
い

　
認
知
症
高
齢
者
等
の
増
加

に
よ
り
、
成
年
後
見
制
度
の

需
要
が
ま
す
ま
す
高
ま
っ

て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
中
、

同
じ
住
民
の
立
場
で
寄
り
添

い
、
き
め
細
か
い
支
援
を
行

う
こ
と
の
で
き
る『
市
民
後

見
人
』が
、新
た
な
福
祉
の
担

い
手
と
し
て
活
動
す
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
藤

枝
市
・
島
田
市
・
焼
津
市
・

川
根
本
町
で
は
、
住
民
が
後

見
人
に
必
要
な
知
識
や
姿
勢

を
学
ぶ
場
と
し
て
、
市
民
後

見
人
養
成
講
座
を
実
施
す
る

に
あ
た
り
下
記
の
と
お
り
事

前
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

●
成
年
後
見
制
度
と
は
、
認

知
症
・
知
的
障
害
・
精
神
障

害
等
に
よ
り
判
断
す
る
こ
と

が
苦
手
な
人
が
安
心
し
て
自

分
ら
し
く
生
活
し
て
い
く
た

め
に
、
そ
の
人
の
権
利
や
財

産
を
法
律
的
に
支
援
す
る
制

度
で
す
。

健
康
福
祉
課　
地
域
福
祉
室　
☎（
56
）２
２
２
４

3
市
1
町 

市
民
後
見
人
養
成
講
座　
事
前
説
明
会

藤
枝
市

島
田
市

焼
津
市

川
根
本
町

★市民後見人養成講座の概要

市民後見人養成講座 事前説明会

受講資格：
⑴ �市民後見人養成講座事前説明会に出席
していること

⑵ �藤枝市、島田市、焼津市、川根本町の
住民であること

⑶ �おおむね 30 歳～ 70 歳の人で心身と
もに健康であること

⑷ �市民後見人の活動に関心があり、成年
後見制度及び高齢者や障害者に対する
福祉活動に理解と熱意があること

⑸ �原則として指定した全ての研修を受講
することが可能で市民後見人として活
動できること

⑹ �成年後見人の養成講座を実施する団体
の資格を有していないこと

⑺ �親族後見人等になることのみが受講の
目的ではないこと

⑻ 報酬を得ることを目的としないこと

受 講 料：無料
　※�ただし、テキスト代 6,000 円程度を負
担いただきます。

日程：（予定）�※変更になる場合があります。

基礎講座　各10時～16時（5日間・25時間）
定員:20人程度
会場:藤枝市福祉センターきすみれ
　　�（藤枝市岡部町内谷1400-1）
1 令和2年 8月 1日（土） 4 令和2年 9月 5日（土）
2 8月 8日（土） 5 9月12日（土）
3 8月22日（土）
【講座の内容】
●成年後見制度の概要　　　　　●市民後見人活動の実際
●制度対象者の理解と関わり方　●演習
●成年後見の実務の理解

実務講座　各10時～16時（6日間・28時間）
会場:藤枝市福祉センターきすみれ（住所は同上）
1 令和2年10月24日（土） 4 令和2年10月末～11月

施設体験実習 ２施設各４時間2 11月 7日（土） 5
3 11月21日（土） 6 令和2年12月 5日（土）
【講座の内容】
●高齢者、障害者を支える制度　●施設体験実習
●法律の基礎知識　　　　　　 ●演習
●成年後見の実務の理解

最終選考

中間評価（レポート・職員面談）

１次選考（書類選考）、２次選考（面接）

※受講終了後は、一定期間、実務経験を積んでいただきます。

事前説明会

対　象 :
•��藤枝市、島田市、焼津市、川根本町の住民
　（おおむね30～70歳）
•��市民後見人の活動に関心があり、養成講座�
���を受講する意思のある人
参加費 : 無料

内　容 :  市民後見人の概要、役割、登録まで
の流れ、養成講座の概要、受講要
件、注意事項　等

申込み :  5月8日（金）までに下記へ電話又は�
FAX�でお申込みください。

日時・会場 :  ①５月 16 日（土）10：00 ～ 12：00
� 　�藤枝市福祉センターきすみれ2階�会議室(藤枝市岡部町内谷1400-1)　
� ②５月 21 日（木）10：00 ～ 12：00
� 　�島田市民総合施設プラザおおるり3階�第3多目的室(島田市中央町5-1)

【申・問】　社会福祉法人藤枝市社会福祉協議会　成年後見係
〒 421-1131　藤枝市岡部町内谷 1400-1
☎ 054（667）2940　　FAX 054（667）3319
※受付時間　午前８時 30分～午後５時 15分（土・日・祝祭日は除く）

役場の窓辺から yakuba no madobe kara

※講座受講を申し込むためには、事前説明会の参加が必須です。
　受講希望の方は2回のうちいずれか一方に必ずご参加ください。

く
ら
し
環
境
課　
☎（
56
）２
２
３
６

町
営
バ
ス「
寸
又
峡
線
」

バ
ス
時
刻
表
の一部
改
正
に
つ
い
て

　令和 2 年 3 月 14 日、大井川鐵道のダイヤ改正により、町営バス「寸又峡線」バ
ス時刻表についても一部改正されました。 改正されるのは、「寸又峡線」の「寸又
峡温泉〜千頭駅前行き」のバス番号「72」となります。

ここにも、一つの物語。
広報かわねほんちょう 1617


